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第５世代移動通信システム(５Ｇ)とは

膨大な数の
センサー・端末

スマートメータ―

カメラ

2G 3G LTE/4G

低遅延

同時接続

移動体無線技術の
高速・大容量化路線

超高速

現在の移動通信システムより
100倍速いブロードバンドサー
ビスを提供

多数同時接続
スマホ、PCをはじめ、身の回り
のあらゆる機器がネットに接続

超低遅延

利用者が遅延（タイムラグ）を
意識することなく、リアルタイム
に遠隔地のロボット等を操作・
制御

5G

＜5Gの主要性能＞ 超高速

超低遅延

多数同時接続

社
会
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
大

最高伝送速度 10Gbps 
1ミリ秒程度の遅延
100万台/km²の接続機器数

⇒２時間の映画を３秒でダウンロード（LTEは5分）

⇒ロボット等の精緻な操作（LTEの10倍の精度）をリア
ルタイム通信で実現

⇒自宅部屋内の約100個の端末・センサーがネットに接続
（LTEではスマホ、PCなど数個）

ロボットを遠隔制御

5Gは、AI/IoT時代のICT基盤

1993年 2001年 2010年 2020年
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建物内や敷地内で自営の５Gネットワークとして活用

ローカル５Ｇの概要

ゼネコンが建設現場で導入
建機遠隔制御

事業主が工場へ導入
スマートファクトリ

農家が農業を高度化する
自動農場管理

自治体等が導入
河川等の監視

センサー、4K/8K

 ローカル5Gは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が、
自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる5Gシステム。

＜他のシステムと比較した特徴＞
 携帯事業者の５Ｇサービスと異なり、

 携帯事業者によるエリア展開が遅れる地域において５Ｇシステムを先行して構築可能。
 使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。
 他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。

 Wi-Fiと比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能。

インフラ監視

河川監視

スマート工場

建機遠隔制御

農業
での活用

建設現場
での活用

工場での
活用

スマート農業

防災現場
での活用
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 ローカル5Gは、4.6-4.8GHz及び28.2-29.1GHzの周波数を利用することを想定している。
本格展開は「SA ※１構成」が導入される来年以降となることが見込まれるが、地域のニー
ズに応じるため、「NSA ※2構成」を前提に28.2-28.3GHzについて先行して年内に制度
化を行う。

ローカル５Ｇが使用する周波数と導入スケジュール

2019 2020

28.2-28.3GHz
技術的条件のとりまとめ
（６月１８日）

★

上記以外の帯域
技術的条件のとり
まとめ（６月）

★

制度化、申請受付開始
（12月頃）

★

制度化、申請受付
開始（11-12月）

★

【4.5GHz帯】

4500 4600 4800

NTTドコモ
100MHz ↑↓

ローカル5G①
※公共業務用システムと要調整

27.4 27.8

ソフトバンク
400MHz ↑↓

28.3 29.1 29.528.2

KDDI/沖縄セルラー
400MHz ↑↓

NTTドコモ
400MHz ↑↓

楽天モバイル
400MHz ↑↓

27.0

【28GHz帯等】 ローカル5G②100M
Hz 

↑↓

28GHz帯の100MHz幅は、他システムとの周波数
共用条件を検討済のため早期制度化を図る

※衛星通信事業者
と要調整

※当面は「屋内」又は「敷地内」
での利用を基本とする
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※1 ＳＡ：Stand Alone
※2 ＮＳＡ：Non Stand Alone



（参考）ローカル５Ｇのネットワーク構成について

制御のための信号 通信トラフィック

 ５Ｇは、導入当初の技術仕様上、５Ｇの無線局に加えて、制御のための信号をやりとり
するために、４Ｇの基地局、コアネットワークを確保する必要がある。【NSA構成】

 来年以降には、５Ｇの基地局、コアネットワークのみで動作するネットワーク構成が可
能となる見込み。【SA構成】

ローカル５Ｇ
基地局

４Ｇ
基地局

ローカル５Ｇ事業者等が、局所的な
４Ｇの基地局、コアネットワークを自前
で運用する仕組み（自営等ＢＷＡ）
を合わせて整備することが必要。

この他、既存の全国ＭＮＯや地域
ＢＷＡ事業者から４Ｇの基地局や
コアネットワークを借り受けることも可能。

4Gコアネットワーク

NSA構成図
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ローカル５Ｇの検討の経緯

 平成30年12月より、情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム
委員会の下に「ローカル５Ｇ検討作業班」を設置し、ローカル５Ｇの技術的条件等につ
いて検討を開始。

 令和元年6月18日に、28.2-28.3GHzを利用するローカル５Ｇの基本コンセプトや技術
的条件について、新世代モバイル通信システム委員会報告書を取りまとめ一部答申。

基本コンセプト作業班 ローカル５Ｇ検討作業班

ワイヤレスIoTアドホック

（目的）
・ ローカル５Ｇ実現等に向けた課題等につい
て検討を行う

（調査検討事項）
・ローカル５Ｇの割当方法及び技術的条件
・その他の事項

ローカル５Ｇの
検討体制

技術検討作業班
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情報通信技術分科会

新世代モバイル通信システム委員会



28.2-28.3GHzの免許主体の範囲と電波の有効利用確保について 6

 自己土地利用
• 「自己の建物内」又は「自己の土地内」で、建物又は土地の所有者等※に免許することを基本とする。
• 建物又は土地の所有者等からシステム構築を依頼された者も、依頼を受けた範囲内で免許取得を可能とする。
※ 所有権の他に、賃借権や借地権等を有する者を含むものとする。

 他者土地利用
• 当面の間は、 「他者の建物又は土地等」（当該建物又は土地の所有者等からシステム構築を依頼されている場合を除く。）で

の利用については、停止した状態での運用（原則として無線局を移動させずに利用する形態）の利用のみに限定する。
（移動利用を禁止し、無秩序に面的なエリアカバーが進んでしまうことを防ぐことが目的）

• 「他者の建物又は土地等」での利用については、当該建物又は土地の所有者等によりローカル５Ｇが利用されていない場合に限
定する。

• 他者土地利用の免許取得後に、当該建物又は土地の所有者等が「自己土地利用」としてローカル５Ｇを利用することとなった場
合には、自己土地利用のローカル５Ｇ無線局に混信を与えないように協議等を行い、空中線位置や方向の調整等を行う事を他
者土地利用のローカル５Ｇ無線局の免許の条件とする。なお、その場合においても、自己土地利用のローカル５Ｇが一方的に参
入するのではなく、共用の可能性等について事前に協議を行う場等を設けることとする。

 28.2-28.3GHzにおけるローカル５Ｇについては当分の間、 「自己の建物内」又は「自己の土地内」の
利用を基本とする。

 他者の建物又は土地等での利用は当分の間、一定の条件の範囲で固定通信の利用に限定する。
※ 4.6-4.8GHz及び28.3-29.1GHzにおいては、必ずしも下記考えに縛られずに今後検討することとし、28.2-28.3GHzについても、

今後追加検討をする可能性あり。



ローカル５Ｇの利用イメージ 7

土地の所有者による土地内利用 建物の所有者による屋内利用

自己の土地内等で利用

固定通信であればマンションの
①依頼を受けて自己土地利用
②依頼等なしで他者土地利用

のどちらでもサービス提供することが
可能

他者土地利用（固定通信）

他人の土地をまたいで利用する場
合は、他者土地利用

他者土地利用（固定通信）

自己土地利用（土地内） 自己土地利用（建物内）

自己土地利用（土地内）

マンションの敷地内に基地局もサー
ビスエリアも収まっているのであれば
土地内利用

自己土地利用（土地内）エリアがまたがる工場等（青点線）
が所有者等利用を開始する場合に
はエリア調整をする必要あり

道路に基地局を設置する場合には、
基本的に他者土地利用となる。

自己土地利用／他者土地利用① ②

「所有者等利用」の例

「他者土地利用」の例



全国キャリア向け帯域との関係について 8

 全国キャリア（全国キャリア向け帯域を使用する電気通信事業者）のサービスを補完することを目的として、
ローカル５Ｇ帯域を利用することは、ローカル５Ｇの本来の趣旨に反する。
• 例えば、ローカル５Ｇ帯域と全国キャリア帯域をキャリアアグリゲーションして全国キャリアの利用者向けサービスを提供することや、

全国キャリアの利用者がローカル５Ｇのネットワークに対してローミングインする用途のみにローカル５Ｇ帯域を用いることは認め
られない。

 ローカル５Ｇのサービスを補完することを目的として、全国キャリア帯域を利用することは可能。
• ローカル５Ｇ利用者が敷地外に端末を持ち出した際に、全国キャリア網(４G/５Ｇ問わず)を使えることなどを想定。

 全国キャリアについては、当面の間、ローカル５Ｇ帯域の免許付与はするべきではない。
• 全国キャリアについては、
開設計画の認定を受けた全国サービス向けの５Ｇ帯域の利用をまず優先すべきであること
全国キャリア向け帯域で、基本的にローカル５Ｇと同様のサービスを提供する可能であること

等を考慮し、当面の間は、免許付与をするべきではない。
• 全国キャリアが、ローカル５Ｇの免許自体を取得せずに、第三者のローカル５Ｇシステムの構築を支援することは可能。

 全国キャリアのサービスを補完することを目的としてローカル５Ｇの帯域を利用することは、ローカル５Ｇ
の本来の趣旨に反する。

 全国キャリアが第三者のローカル５Ｇの機能を支援することは可能であるが、ローカル５Ｇ帯域の免許
付与はするべきではない。

※ 4.6-4.8GHz及び28.3-29.1GHzにおいては、必ずしも下記考えに縛られずに今後検討することとし、28.2-28.3GHzについても、
今後追加検討をする可能性あり。



ローカル５Ｇの技術的条件（28.2-28.3GHz） 9

周波数帯 28.2-28.3GHz

通信方式 TDD

多重化方式／
多元接続方式

基地局 OFDM及びTDM

移動局 OFDMA又はSC-FDMA

変調方式
基地局 QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

移動局 π/2-BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

占有周波数帯幅の
許容値

基地局 50MHz/100MHz

移動局 50MHz/100MHz

不要発射強度の値
基地局 占有周波数帯幅毎に隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸ、ｽﾌﾟﾘｱｽを規定

移動局 占有周波数帯幅毎に隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力、ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾏｽｸ、ｽﾌﾟﾘｱｽを規定

最大空中線電力及び
空中線電力の許容偏差

基地局 最大電力：原則として、屋外では5dBm/MHz以下、屋内では0dBm/MHz以下注

許容偏差：定格空中線電力の±5.1dB以内

移動局
最大電力：定格空中線電力の最大値は23dBm以下
許容偏差：定格空中線電力に3.6dBを加えた値以下

空中線絶対利得の許容値
基地局 原則として、23dBi以下注

移動局 20dBi以下

周波数の許容偏差
基地局 ±(0.1ppm＋12Hz）以内

移動局 ±0.105ppm以内

＜ローカル５Ｇの技術的条件＞



地域BWA帯域における自営等BWAの導入 10

 免許の基本的な考え方
• 自営等BWAは、地域BWAで利用されていない場所又は近い将来利用する可能性が低い場所で開設することを基本とする。
• 「自己の建物内」又は「自己の土地内」で、建物又は土地の所有者等に免許することを基本とする。また、当該所有者等からシス

テム構築を依頼された者も、依頼を受けた範囲内で免許取得を可能とすることが望ましい。
• 建物又は土地の所有者等から依頼を受けて自営等BWAの免許を取得できる者は、地域BWAと同様とする。（全国キャリア

（全国キャリア向け帯域を使用する電気通信事業者）及びその子法人等は免許を取得できない。）ただし、全国ＭＮＯの子
会社等の関連企業が自営等ＢＷＡをローカル５Ｇのアンカーとして必要最小限の範囲で構築する場合に限って、免許取得を可
能とする。

• 自営等BWAの免許取得後に、同じ場所において地域BWAが参入する場合には、地域BWAの無線局に混信を与えないように
協議等を行い、自営等BWAの無線局の空中線位置や方向の調整等を行う事を自営等BWAの免許の条件とすることが適当で
ある。 ただし、その場合においても、地域BWAが一方的に参入するのではなく、周波数の共用の可能性等について事前に協議を
行う場等を設けることとする。

 技術的条件及び共用条件
• 地域BWAの技術的条件及び共用条件と同等

 電波の有効利用確保について
• 一定期間経過後に、当該帯域の利用度が低い（免許人が少ない、地理的カバー率が低い等）、理由無く非効率な技術を活

用している事が明らかになった場合には、その利用方法の見直し等、電波の有効利用確保に向けた取組みを行う。

地域BWA帯域における自営等BWAへの周波数割当ての対象範囲は以下のとおりとし、技術的条件等
については地域BWAと同様とすることとする。
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自営等BWA利用

地域BWA利用

ビジネス街

宅地

商業地

農地

工場等

工業地帯や農業地帯等の地域BWAが利用されていないエリア／近い将来利用される可能性が低いエリア
においては、 「自己の建物内」又は「自己の土地内」で自営等BWAの利用が可能

地域BWAは、電気通信事業であり、市街地（住宅街や駅・商業地等）を中心にエリア展開

自営等BWAの導入後の地域BWA帯域の利用イメージ

牧場 公共施設等



地域BWAと自営等BWAの相違点の整理
地域BWA 自営等BWA

周波数帯域 2575-2595MHz
利用通信方式 AXGP又はWiMAX R2.1 AE（TD-LTEと互換性あり）

電波の利用目的 電気通信業務用
一般業務用

ただし、建物又は土地の所有者等から依頼を受けて免許を取得す
るケースにおいては、電気通信業務用となる

免許条件／サービス範
囲

公共サービスの提供にかかる同意書等を
取得した市区町村の範囲内

「自己の建物内」若しくは「自己の土地内」
又は「建物又は土地の所有者等からシステム構築を
依頼された場合は、依頼を受けた範囲内」

全国キャリア※及びその子法人等は
免許取得不可

一部を除き全国キャリア※及びその子法人等は
免許取得不可

技
術
的
条
件

周波数の許容偏差 3×10-6以下
占有周波数帯幅 20MHz以下

空中線電力 移動局：200mW以下 基地局：40W以下
空中線利得 移動局：4dBi以下 基地局：17dBi以下

共
用
条
件

隣接帯域との共用 • 原則として、隣接する全国BWA事業者と同期及び協議が必要。
• 同期しない場合には、隣接する全国BWA事業者との協議及び左右に5MHz幅のガードバンドが必要。

地域BWAと自営
BWAの共用

優先的利用 二次的利用
• 自営等BWAは、地域BWAで利用されていない／近い将来利用する可能性が低い範囲で開設するこ

とを基本とする。
• 自営等BWAの免許取得後に、同じ場所において地域BWAが参入する場合には、地域BWAの無線

局に混信を与えないように、空中線位置の調整等を行う事を自営等BWAの免許の条件とする。
• 周波数の共用の可能性等に関する話合いの場等を設けることとする。
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※ 携帯電話サービス用及び広帯域移動無線アクセスシステム用の周波数（2575-2595MHzを除く。）を使用する電気通信事業者



ローカル５Ｇ及び自営等ＢＷＡに関する省令等の改正 13

 ローカル５G及び自営等BWAの導入に向けた省令（電波法施行規則等）、関連告示等の改正案
及びローカル５Ｇ導入に関するガイドライン案について令和元年９月28日（土）から10月28日
（月）の間で意見募集を実施。

 ローカル５Gに関する主な改正点
• ローカル５Gの無線設備の技術基準等を整備
電波法施行規則：特定無線局の無線設備の規格の追加（第十五条の三）
無線設備規則：「ローカル５G」を追加（第三条第十五号）

• 周波数割当計画を改正
27.5-28.5GHzについて、周波数の使用に関する条件の記載を変更

 自営等BWAに関する主な改正点
• 自営等BWAの無線設備の技術基準等を整備
電波法施行規則：特定無線局の無線設備の規格の追加（第十五条の三）
無線設備規則：「広帯域移動無線アクセスシステム」の定義を変更（第三条）

• 周波数割当計画を改正
2575-2895ＭHzについて、周波数の使用に関する条件等を変更



ローカル５Ｇ導入ガイドライン案の概要
 ローカル５Ｇの概要、免許の申請手続、事業者等との連携に対する考え方等の明確化を図
るため、本年12月に制度整備と併せてガイドラインを策定予定。

１．ローカル５Ｇの免許主体
 ローカル５Ｇは当面「自己の建物内」又は
「自己の土地内」での利用を基本とする。

 建物や土地の所有者が自らローカル５Ｇの無
線局免許を取得可能。

 建物や土地の所有者から依頼を受けた者が、
免許を取得し、システム構築することも可能。

 携帯事業者等（※）によるローカル５Ｇの免許
取得は不可。

2．電波法の手続き
 無線局の免許申請及び事前の干渉調整が必要。
（標準的な免許処理期間は約１ヶ月半）

 基地局は個別の免許申請が必要。端末は、
包括免許の対象として、手続きを簡素化。

 ローカル５Gの電波利用料は、
基地局：2,600円/年
端末(包括免許)：370円/年

3．電気通信事業法の手続き
 ローカル５Ｇを実現するサービス形態によっ
ては、電気通信事業の登録又は届出が必要。

4．携帯事業者等との連携

 ローカル５Ｇの提供を促進する観点から、携帯
事業者等による支援は可能。（ただし、携帯事
業者等のサービスの補完としてローカル５Ｇを
用いることは禁止）

 公正競争の確保の観点から、ローカル５Ｇ事業
者は、ローミング接続の条件等について不当な
差別的取扱いを行うこと（特定の事業者間の排
他的な連携等）は認められない。

 NTT東西について、携帯事業者等との連携等に
よる実質的な移動通信サービスの提供を禁止。

（※） 携帯電話サービス用及び広帯域無線アクセス用の周波数帯域
（2575-2595MHzを除く）を使用する事業者
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